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日 本 語 

いま世界の各地で火薬庫が爆発していますが、家庭の中での紛争も多くなっています。

恋人や夫婦と言った親密であるはずの関係の中でふるわれる暴力行為、ドメスティッ

ク・バイオレンス(DV)がそれです。「暴力は NO!」、 性別、社会の習慣・社会意識などを

取り払い対等な立場で語り合える健全な家庭、交際への努力を考えてみませんか。 

暴力、それはふるうほうが悪いのです 

   ―――被害者にならないためにも 

「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に
関する法律」が略称：ＤＶ法の正しい名前です。 
この法律は、女性に対する暴力だけでなく男性

に対する暴力もその対象になっています。 
夫から妻、恋人同士の男性から女性への暴力な

どからあなたを守る法律がこれです。配偶者か
らの暴力は家庭内問題として見過ごされてき

ましたが、この法律では、配偶者からの暴力は

重大な人権侵害だと書いてあります。 

暴力に耐えることは美徳でもなんでもありま
せん。自分や子どもの安全や尊厳を守ることは

あなたの権利なのです。すぐ援助を求めてくだ

さい。友人や家族の方は、自分の生き方を目安
としてさとしたり、「我慢が足りないのでは？」

などと言わないでください。被害を受けている
方の立場に立って、そうしたことを耳にしたら

ぜひ専門の相談機関やＤＶについての正確な

情報提供をしてあげてください。 

☆身体に対する暴力・・・殴る、ける。物を投

げ、突き飛ばす がこれにあたります。 
☆精神的暴力・・・「役立たず！ 飯が食える 
のは誰のおかげだ」 などの暴言を吐く。 

☆性的暴力・・・望まない性行為を無理にする。 
避妊に協力しないなどの行為。 

☆経済的暴力・・・生活費を渡さない。仕事を 
やめさせ、経済的に弱い立場にする。 

☆子ども利用の暴力・・・子どもを取り上げる 
 子どもへの加害など、子どもを通した暴力。 

加害者を引き離したいときは？ 

二つの方法が有ります 

一人で悩まないでどしどし相談してください。  

ＤＶに関する相談窓口は「悩み解決」へのまず第１歩です。 

略称「ＤＶ法」知っていましたか。 

―――あなたを守る大切な法律です 

こんなことも暴力なのです。内にこもら

ず、しっかり相談してください。 

☆接近禁止命令・・・加害者が被害者の身辺に
つきまとったり被害者の住所や勤務先など

をうろついたりすることを６ヶ月間禁止す

るものです。 
☆退去命令・・・加害者の家 

から２ヶ月間出て行くこと 
を命令するものです。家の 
付近でもうろつくことが禁 
止されます。 

もしかしたら、自分が悪いのでは？ 
 

(配偶者からの暴力)について考えてみましょう DV 

 www.ficec.jp/foreign/                
 ●「インフォメーションふじみの」のバックナンバーを見ることができます 

○ 婦人相談センターＤＶ相談室（配偶者暴力相談支援センター）・・・０４８－６００－６０６０  
○ 犯罪被害ホットライン・・・０１２０－３８１－８５８ 
○ 最寄の警察署・・・局番＋０１１０ 
○ ふじみの国際交流センター・・・０４９－２６９－６４５０ 
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自動車の改造は犯罪です！自動
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日 本 語 

先月の不正改造車排除運動強化月間で、外国
籍の男性が運転する乗用車が、交通違反取締り

の警察の目にとまり処分されました。 
 一般に目にする運転席、助手席窓ガラスへの

着色フィルムの貼り付けによるものでした。 
 これは外国籍の市民だからというものでは
ありません。ほかに白色に光る方向指示器や制

動灯の取り付け、消音器の切断や取り外しな
ど、危険であり住民にとり迷惑な不正改造は禁

止されているからです。 
 日ごろ善良な市民として生活している皆さ
んにとって、このくらいはと思う自動車の勝手

な改造でも、場合によっては事故の原因にもな

りまた犯罪を助ける手立てともなります。 
 自動車は、快適な生活のための交通手段であ

ることに留めておきましょう。 
 

 幼稚園児のいるご家庭の経済的負担を軽く

するために、就園費（保育料）の一部を富士見
市では補助しています。 

○ 申請できる方 富士見市に住民登録をし

ている方。３歳から５歳及び平成１９年度
中に満３歳になる就園児のいるご家庭。 

平成１８年分の所得申請を済ませている

世帯の方です。 
○ 申し込み方法 幼稚園から配られる書類 

に必要なことを書いて幼稚園に出してく
ださい。他の市や町にも同じようなものが

ありますので当てはまる方は役所、役場で

お尋ねください。 
富士見市では、教育総務課が窓口になって

います。     

幼稚園等就園奨励補助 

 ふじみの国際交流センターが毎月実施して

います「子どもと共の育つ親の会」は、共に幼

児を持つ外国籍の市民と日本人が、一緒になっ
てテーマを決めながら、子育ての楽しみや苦労

を分かち合おうという、珍しい行事です。 
 生まれて間もない会ですが毎月多くの参加
があります。７月は夏ぴったりの企画「オリジ

ナルうちわ」を作り、素敵な思い出作りとなり
ました。皆さんの参加もお待ちしております。  

８月の予定は次の通りです。 
＜日時＞  ２００７年８月２８日(火) 
＜場所＞  山崎公園(富士見市) 
＜連絡＞ 参加希望の方はメールかお電話で 
   oya＠hansokuya.com TEL 256-4290 
 

 富士見市では現在、児童扶養手当（おもに母

子家庭の方に支払われる手当）の更新を行って
います。 

児童扶養手当を受けている方は、期間中に更
新手続きをしてください。 

○ 期間 ８月６日（月）から１０日(金) 

     午前９時から午後４時３０分 
○ 場所 富士見市役所１階全員協議会室 

（当てはまる方へは７月下旬に通知書が送ら

れていますので確認して          
ください。お分かりにな           

らない方は、富士見市子           
育て支援課かふじみ野           

国際交流センターにお           

尋ねください。） 
 

児童扶養手当の更新手続きを子どもと共に育つ親の会８月予定 

私費留学生を応援します！ 知ってますか、「留学生見舞金制度」 

 外国で病気になることは、どんなに不安なことでしょう。その心配を少しでも減らそうということ

で生まれた制度が「留学生見舞金制度」です。埼玉県国際交流協会が、（１）埼玉県内に住み、埼玉
県内の大学で勉強している（２）私費留学生が、（３）病気や怪我をして一定期間病院に入院したと

き、見舞金を支給するという制度です。見舞金の金額は１回限りで３万円が支給されます。 
● 利用方法 ①各大学に有る「外国人留学生見舞金支給申請書」 ②医師の診断書 ③銀行通帳の

コピー ④学生証のコピー ⑤外国人登録証明書のコピー を埼玉県国際交流協会に送ってく

ださい。詳しくは、埼玉県国際交流協会にお問い合わせください。 
（財）埼玉県国際交流協会 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和５－６－５浦和地方庁舎３階 

  ＴＥＬ ０４８－８３３－２９９２ ＦＡＸ ０４８－８３３－３２９１  
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 ●６カ国版の生活ｶﾞｲﾄﾞを掲載しています 
 


